














（職員の給与に関する条例の一部改正）

第�条 職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のよ

うに改正する。

第��条の�第�項中「（法第��条第�号に該当する場合を除く。）」を削

る。

第��条の�第	号中「（法第��条第�号に該当して失職した職員を除

く。）」を削り、同条第
号及び第�号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。

第��条の�第�項第�号及び第
項第�号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。

（職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第	条 職員の退職手当に関する条例（昭和�年島根県条例第�号）の一部を次

のように改正する。

第��条第�項第	号中「（同法第��条第�号に該当する場合を除く。）」を

削る。

第��条の	第�項第�号及び第�項第	号、第��条の
の見出し及び同条第

�項第�号、第��条の�第�項第�号並びに第��条の�第�項中「禁錮
こ

」を

「禁錮」に改める。

（会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部改正）

第
条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例（平成��年島

根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項中「（法第��条第�号に該当する場合を除く。）」を削る。

（島根県青少年の健全な育成に関する条例の一部改正）

第�条 島根県青少年の健全な育成に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）

の一部を次のように改正する。



第��条第�項第�号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同項に次の

�号を加える。

� 前号の義務を適正に履行することができる者であること。

（島根県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正）

第�条 島根県心身障害者扶養共済制度条例（昭和��年島根県条例第�	号）の一

部を次のように改正する。

第
条第
項第
号中「両上肢
し

」を「両上肢」に改め、同項第�号中「両下

肢
し

」を「両下肢」に改め、同項第�号中「�上肢
し

」を「�上肢」に、「�下

肢
し

」を「�下肢」に改め、同項第�号中「両上肢
し

」を「両上肢」に改め、同項

第号中「両下肢
し

」を「両下肢」に改める。

第�条第
項第�号を次のように改める。

� 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必

要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

第�条第
項第�号中「破産者であって」を「破産手続開始の決定を受け

て」に改める。

第�条第�号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。

（島根県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正）

第�条 島根県動物の愛護及び管理に関する条例（平成��年島根県条例第��号）

の一部を次のように改正する。

第��条第�項中「第��条第�項第
号」を「第��条第�項第�号」に改め

る。

（島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第条 島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成��年島根県

条例第��号）の一部を次のように改正する。

第��条第�項第�号中「（同法第�	条第�号に該当する場合を除く。）」を

削る。

（県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第�条 県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）



の一部を次のように改正する。

第��条第�項中「（法第��条第�号に該当する場合を除く。）」を削る。

第��条の�第�号中「（法第��条第�号に該当して失職した教育職員を除

く。）」を削り、同条第�号及び第	号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。

第��条の�第�項第�号及び第�項第�号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。

（島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第
条 島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和��年島根県

条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項第�号中「（同法第��条第�号に該当する場合を除く。）」を

削る。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。ただし、第�条から第�条まで及び第

�条から第
条までの規定は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第�号。次項に

おいて「整備法」という。）附則第�条第�号に掲げる規定の施行の日から施

行する。

（職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

� 前項ただし書に規定する規定の施行の日（次項において「一部施行日」とい

う。）前に整備法第��条の規定による改正前の地方公務員法（昭和��年法律第

���号。以下この項及び次項において「旧地方公務員法」という。）第��条第

�号に該当して旧地方公務員法第��条第	項の規定により失職した職員に係る

期末手当及び勤勉手当の支給については、第�条の規定による改正後の職員の

給与に関する条例第��条の�第�項及び第��条の�第�号（同条例第��条の�

第�項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

（県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

� 一部施行日前に旧地方公務員法第��条第�号に該当して旧地方公務員法第��



条第�項の規定により失職した教育職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給に

ついては、第�条の規定による改正後の県立学校の教育職員の給与に関する条

例第��条第�項及び第��条の�第�号（同条例第��条第	項において準用する

場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。



 
 

 

 

島根県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例

（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

本則中「同項第�号」を「同項第�号」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



（課税の根拠）

第�条 県は、地方税法（昭和��年法律第���号。以下「法」という。）第�条

第�項の規定に基づき、核燃料税を課する。

（定義）

第�条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

� 発電用原子炉 原子力基本法（昭和	
年法律第���号）第�条第�号に規

定する原子炉で発電の用に供するものをいう。

� 核燃料 原子力基本法第�条第�号に規定する核燃料物質で発電用原子炉

に燃料として使用できる形状又は組成のものをいう。

� 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。

� 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。

（賦課徴収）

第�条 核燃料税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又

は島根県県税条例（昭和��年島根県条例第�
号）の定めるところによる。

（納税義務者等）

第�条 核燃料税は、発電用原子炉への核燃料の挿入又は発電用原子炉を設置し

て行う運転及び廃止に係る事業に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額によって、当該発電用原子炉の設置者に課する。

� 発電用原子炉（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和	�年法律第���号。以下「原子炉等規制法」という。）第	条の�の

	第�項に規定する廃止措置計画の認可（以下「廃止措置計画の認可」とい

う。）を受けた同項に規定する廃止措置計画（第�条第�項において「認可

を受けた廃止措置計画」という。）に係るものを除く。）への核燃料の挿入



価額割額

� 発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業 出力割額

� 前項第�号の発電用原子炉への核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める日になされたものとする。

� 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 原子炉等規制

法第��条の�の��第�項の規定による使用前事業者検査に係る原子力規制委

員会の確認を受けた日又は電気事業法（昭和��年法律第�	
号）第��条第�

項の規定による使用前検査に合格した日のいずれか遅い日（第�項において

「使用前検査合格日」という。）

� 発電用原子炉について原子炉等規制法第��条の�の��第�項に規定する定

期事業者検査（以下この号及び次項において「定期事業者検査」という。）

の期間内に当該発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該発電用

原子炉の定期事業者検査が終了した日

� 前�号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場

合 当該装荷が終了した日

� 第�項第�号の発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業は、発

電用原子炉を新規に設置した場合には、使用前検査合格日の翌日から起算して

��月を経過した日又は定期事業者検査の期間内に核燃料の装荷が行われた定期

事業者検査のうち最初の定期事業者検査が終了した日のいずれか早い日に開始

されたものとする。

（課税期間）

第�条 この条例において「課税期間」とは、出力割の課税標準の算定の基礎と

なる期間をいい、次に掲げる各期間をそれぞれ一の課税期間とする。

� 月�日から�月�
日まで

� �月�日から�月�
日まで

� �
月�日から��月��日まで

� �月�日から�月��日まで

� 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期



間を一の課税期間とみなす。

� 前項各号に掲げる各期間の中途において、前条第�項の規定により運転及

び廃止に係る事業が開始されたものとされた場合（第�号の場合を除く。）

同項の規定により運転及び廃止に係る事業が開始されたものとされた日

（以下この項において「開始日」という。）から当該開始日の属する前項に

規定する期間の末日まで

� 前項各号に掲げる各期間の中途において、廃止措置計画の認可を受けた場

合（次号の場合を除く。） 廃止措置計画の認可を受けた日の属する同項に

規定する期間の初日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末

日まで及び当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から

同項に規定する期日の末日まで

� 前項各号に掲げる各期間の中途において、前条第�項の規定により運転及

び廃止に係る事業が開始されたものとされ、かつ、廃止措置計画の認可を受

けた場合 開始日から廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日まで

及び当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から前項に

規定する期間の末日まで

（課税標準）

第�条 核燃料税の課税標準は、価額割にあっては発電用原子炉に挿入された核

燃料（発電用原子炉への当該核燃料の挿入に対して既に核燃料税が課され、又

は課されるべきであったものを除く。）の価額とし、出力割にあっては課税期

間の末日現在における発電用原子炉の熱出力とする。

� 前項の価額は、電気事業会計規則（昭和��年通商産業省令第��号）第	�条及

び第	
条の規定により算定した取得原価とする。

� 第�項の発電用原子炉の熱出力は、原子炉等規制法第��条の�の第�項の

規定により設置の許可を受けた発電用原子炉の同条第�項第�号の熱出力（原

子炉等規制法第��条の�の�第�項の規定により変更の許可を受けた場合に

あっては、当該変更後の熱出力）とする。

� 課税期間が�月に満たない場合における第�項の発電用原子炉の熱出力は、



当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を�で除して得た熱出力

とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、�月に満たない端数を生

じたときは、これを�月とする。

（税率）

第�条 価額割の税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る率とする。

� 第�条第�項第�号に掲げる核燃料の挿入の場合 ���分の�	

� 前号に掲げる場合以外の場合 ���分の
��

� 出力割の税率は、一の課税期間ごとに����キロワットにつき、�����円と

する。

� 発電用原子炉が認可を受けた廃止措置計画に係るものである場合における出

力割の税率は、前項の規定にかかわらず、その廃止措置計画の認可を受けた日

の属する月の翌月以後においては、一の課税期間ごとに����キロワットにつ

き、�����円とする。

（徴収の方法）

第�条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。

（申告納付の手続等）

第�条 価額割の納税義務者は、発電用原子炉に核燃料を挿入したときは、当該

核燃料を挿入した日から起算して�月（第�条第�項第�号に掲げる場合に

あっては、�月）を経過する日の属する月の末日までに、規則で定めるところ

により、当該核燃料の挿入に対して課する価額割の課税標準額、税額その他必

要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納

付しなければならない。

� 出力割の納税義務者は、課税期間の末日の翌日から起算して�月以内に、規

則で定めるところにより、当該課税期間における出力割の課税標準たる熱出

力、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その

申告した税額を納付しなければならない。

（期限後申告等）



第��条 前条の規定により申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後に

おいても、法第���条第�項の規定による決定の通知があるまでは、前条の規

定により申告納付することができる。

� 前条又は前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後

においてその申告に係る課税標準額若しくは課税標準たる熱出力又は税額を修

正しなければならない場合においては、規則で定めるところにより、遅滞な

く、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるとき

は、これを納付しなければならない。

（更正、決定等に関する通知）

第��条 法第���条第�項の規定による核燃料税の更正又は決定の通知、法第��	

条第
項の規定による核燃料税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定

の通知及び法第���条第�項の規定による核燃料税の重加算金額の決定の通知

は、規則で定める通知書により行うものとする。

（課税地等）

第��条 核燃料税の賦課徴収に関する島根県県税条例の適用については、同条例

第�条第項の表中

とあるのは

と、同条例第�条中「この条例若しくはこの条例に基づく規則」とあるのは

「この条例若しくは島根県核燃料税条例（令和元年島根県条例第 号）若しく

はこれらの条例に基づく規則」とする。

（規則への委任）

第��条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

「

」
固定資産税 法第���条に規定する大規模の償却資産の所在地

「

」

固定資産税 法第���条に規定する大規模の償却資産の所在地

核燃料税 発電用原子炉の所在地



（施行期日）

� この条例は、法第���条第�項の規定による総務大臣の同意を得た日から起

算して�月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

（経過措置）

� この条例は、前項の規則で定める日（以下「施行日」という。）以後の発電

用原子炉への核燃料の挿入又は発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係

る事業について適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃

料の施行日以後における発電用原子炉への挿入については、適用しない。

� 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成��年法律第	�号。附則

第�項において「改正法」という。）附則第
条第�項の規定の適用を受ける

発電用原子炉（最初の核燃料の装荷が行われていないものに限る。）に対する

第�条第�項第�号の規定の適用については、同号中「原子炉等規制法第�条

の�の		第�項の規定による使用前事業者検査に係る原子力規制委員会の確認

を受けた日」とあるのは、「原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

（平成��年法律第	�号）附則第
条第�項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる同法第�条の規定による改正前の原子炉等規制法第�条の�の		第

�項の規定による使用前検査に合格した日」とする。

（有効期限等）

� この条例は、施行日から起算して�年間（次項において「適用期間」とい

う。）その効力を有する。

� この条例は、適用期間中における発電用原子炉への核燃料の挿入又は発電用

原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業に対して課した、又は課すべき

であった核燃料税については、前項の規定にかかわらず、適用期間経過後にお

いても、なおその効力を有する。

（調整規定）

� 施行日が改正法の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における



第�条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第�条第�項第�号 第��条の�の��第�項の

規定による使用前事業者

検査に係る原子力規制委

員会の確認を受けた日又

は

第��条の�の��第�項の

規定による使用前検査及

び

に合格した日のいずれか

遅い日

の全てに合格した日

第�条第�項第�号 第��条の�の�	第�項に

規定する定期事業者検査

（以下この号及び次項に

おいて「定期事業者検査

第��条の�の�
の規定に

よる施設定期検査（以下

この号及び次項において

「施設定期検査

定期事業者検査が 施設定期検査が

第�条第�項 定期事業者検査 施設定期検査



（課税の根拠）

第�条 県は、地方税法（昭和��年法律第���号。以下「法」という。）第�条

第�項の規定に基づき、産業廃棄物の発生の抑制、再生利用等による産業廃棄

物の減量その他産業廃棄物の適正な処理の促進に関する施策に要する費用に充

てるため、産業廃棄物減量税を課する。

（定義）

第�条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

� 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和	�年法律第
��号。

以下「廃棄物処理法」という。）第�条第�項に規定する産業廃棄物をい

う。

� 中間処理産業廃棄物 廃棄物処理法第
�条第項に規定する中間処理産業

廃棄物をいう。

� 最終処分業者 廃棄物処理法第
	条第�項又は第
	条の�第�項の規定に

よる許可（廃棄物処理法第
	条の�第�項又は第
	条の第�項の変更の許

可を含む。）を受け産業廃棄物の最終処分を業として行う者及び廃棄物処理

法第

条第�項の規定により産業廃棄物の最終処分をその事務として行う県

内の市町村（市町村の組合を含む。次号において同じ。）をいう。

� 最終処分場 次に掲げるものをいう。

ア 廃棄物処理法第
�条第�項の規定による許可を受けて設置された産業廃

棄物の最終処分場（同項の規定の適用を受けないで設置されたものを含

む。）

イ 県内の市町村が設置する一般廃棄物（廃棄物処理法第�条第�項に規定

する一般廃棄物をいう。以下この号において同じ。）の最終処分場のうち



一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物の埋立処分の用に

供するもの

（賦課徴収）

第�条 産業廃棄物減量税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほ

か、法令又は島根県県税条例（昭和��年島根県条例第��号）の定めるところに

よる。

（納税義務者等）

第�条 産業廃棄物減量税は、第�項の規定に該当する場合を除くほか、産業廃

棄物の最終処分場への搬入（�以上の最終処分場を有する者の当該�以上の最

終処分場相互の間における搬入を除く。以下同じ。）に対し、当該搬入に係る

産業廃棄物を排出した事業者（当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場

合にあっては、当該中間処理産業廃棄物を排出した事業者。第�項において同

じ。）に課する。

� 前項の規定にかかわらず、最終処分場（県外に設置された最終処分場に相当

するものを含む。）に搬入された産業廃棄物の最終処分を行う者が当該産業廃

棄物の最終処分を他の最終処分業者に委託した場合における産業廃棄物減量税

は、当該委託（当該他の最終処分業者が当該産業廃棄物の最終処分を更に他の

最終処分業者に委託したときは、その委託）に基づく最終処分場への搬入に対

し、当該委託をした者に課する。

� 産業廃棄物減量税は、事業者がその排出する産業廃棄物の最終処分を自ら行

う場合においては、当該事業者が設置する最終処分場への当該産業廃棄物の搬

入に対し、当該事業者に課する。

（課税免除）

第�条 知事は、次に掲げる産業廃棄物の最終処分場への搬入に対しては、産業

廃棄物減量税を課さない。

� 第�条第�号イに掲げる最終処分場に搬入される産業廃棄物で規則で定め

るもの

� 公益上その他の理由により知事が課税を不適当と認める産業廃棄物



（課税標準）

第�条 産業廃棄物減量税の課税標準は、最終処分場に搬入される産業廃棄物の

重量とする。この場合において、産業廃棄物の重量の計測が困難な場合におい

て規則で定める要件に該当するときは、規則で定めるところにより換算して得

た重量を当該産業廃棄物の重量とする。

（税率）

第�条 産業廃棄物減量税の税率は、�トンにつき�����円とする。

（徴収の方法）

第�条 産業廃棄物減量税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、

第	条第
項の規定により産業廃棄物減量税を課する場合においては、申告納

付の方法による。

（特別徴収義務者）

第�条 産業廃棄物減量税の特別徴収義務者は、最終処分業者とする。

� 知事は、必要があると認める場合には、前項に規定する者のほか、産業廃棄

物減量税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができ

る。


 前�項の特別徴収義務者は、最終処分場への産業廃棄物の搬入があったとき

に産業廃棄物減量税を徴収しなければならない。

（特別徴収義務者としての登録等）

第��条 前条第�項又は第�項の規定により特別徴収義務者として指定された者

（以下単に「特別徴収義務者」という。）は、規則で定める期限までに、特別

徴収すべき産業廃棄物減量税に係る最終処分場ごとに当該特別徴収義務者の住

所及び氏名又は名称その他必要な事項の登録を知事に申請しなければならな

い。登録した事項に変更があった場合にも、また、同様とする。

� 知事は、前項の登録（変更事項の登録を除く。）の申請を受理した場合に

は、その申請をした者に対し、その者が特別徴収義務者であることを証する証

票を交付しなければならない。


 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該最終処分場の公衆の見やすい箇



所に掲示しなければならない。

� 第�項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

� 第�項の証票の交付を受けた者は、当該最終処分場に係る産業廃棄物減量税

の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から��日以内に

当該証票を知事に返納しなければならない。

（申告納入）

第��条 特別徴収義務者は、次の表の左欄に掲げる期間内において徴収すべき産

業廃棄物減量税について、同表の右欄に定める期限までに、規則で定めるとこ

ろにより、産業廃棄物減量税の課税標準たる重量、税額その他必要な事項を記

載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納入しなければ

ならない。ただし、最終処分場を廃止し、又は休止した場合においては、その

廃止し、又は休止した日から�月以内に、廃止し、又は休止した日までにおい

て徴収すべき産業廃棄物減量税について、これを申告納入しなければならな

い。

� 知事は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、別に納入

に係る期間又は期限を指定することができる。

（徴収猶予）

第��条 知事は、法第�	条の規定による場合のほか、特別徴収義務者が最終処分

の料金及び産業廃棄物減量税の全部又は一部を前条の期限までに受け取ること

ができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物減量税に係る徴収金の

全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務

者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度とし

て、�月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。この場合におい

�月�日から
月��日まで

�月�日から�月��日まで

月�日から�月��日まで

��月�日から��月��日まで

�月末日

月末日

��月末日

�月末日



て、知事は、規則で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めると

きを除き、その徴収猶予に係る金額に相当する担保で法第��条第�項各号に掲

げるものを、規則で定めるところにより、徴しなければならない。

� 前項の規定により徴収猶予を受けようとする特別徴収義務者は、その旨を当

該産業廃棄物減量税の申告書を提出する際に併せて知事に申請しなければなら

ない。

� 法第��条の�の�、第��条の�の�及び第��条の�並びに第��条の�第�項

から第�項までの規定は第�項前段の規定による徴収猶予について、法第��

条、第��条第�項及び第�項、第��条の�第�項並びに第��条の	第�項及び

第�項の規定は第�項後段の規定による担保について準用する。

� 知事は、第�項の規定により徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予

をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を

免除するものとする。

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除）

第�
条 知事は、特別徴収義務者が最終処分の料金及び産業廃棄物減量税の全部

又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認

める場合又は徴収した産業廃棄物減量税額を失ったことについて天災その他避

けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義

務者の申請により、その産業廃棄物減量税額が既に納入されているときはこれ

に相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他そ

の産業廃棄物減量税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除す

るものとする。

� 知事は、前項の規定により、産業廃棄物減量税額に相当する額を還付する場

合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、

当該還付すべき額をこれに充当することができる。

� 知事は、第�項の申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する

措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から��日以内に特別徴収

義務者に通知しなければならない。



（最終処分場の設置等の届出）

第��条 第�条ただし書の規定により産業廃棄物減量税を申告納付すべき者（以

下「納税者」という。）は、規則で定める期限までに、最終処分場ごとに当該

納税者の住所及び氏名又は名称その他必要な事項を知事に届け出なければなら

ない。届け出た事項に変更があった場合にも、また、同様とする。

� 前項の規定は、最終処分場を譲り受け、又は借り受けようとする者について

準用する。

（申告納付）

第��条 納税者は、次の表の左欄に掲げる期間内における産業廃棄物減量税につ

いて、同表の右欄に定める期限までに、規則で定めるところにより、産業廃棄

物減量税の課税標準たる重量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事

に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。ただし、

最終処分場を廃止し、又は休止した場合においては、その廃止し、又は休止し

た日から�月以内に、廃止し、又は休止した日までにおける納付すべき産業廃

棄物減量税について、これを申告納付しなければならない。

� 知事は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、別に納付

に係る期間又は期限を指定することができる。

（期限後申告等）

第��条 前条第�項の規定により申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期

限後においても、法第	

条の��第�項の規定による決定の通知があるまでは、

前条第�項の規定により申告納付することができる。

� 前条第�項又は前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出

した後においてその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正しなければな

�月�日から�月
�日まで

�月�日から月
�日まで

�月�日から�月
�日まで

��月�日から��月
�日まで

�月末日

�月末日

��月末日

�月末日



らない場合においては、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を

提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付し

なければならない。

（更正、決定等に関する通知）

第��条 法第���条の��第�項の規定による産業廃棄物減量税の更正又は決定の

通知、法第���条の��第�項の規定による産業廃棄物減量税の過少申告加算金

額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第���条の�	第
項の規定による産

業廃棄物減量税の重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書により行う

ものとする。

（課税地等）

第��条 産業廃棄物減量税の賦課徴収に関する島根県県税条例の適用について

は、同条例第�条第�項第�号中「又は第�条第��号」とあるのは「若しくは

第�条第��号又は島根県産業廃棄物減量税条例（令和元年島根県条例第 号）

第
条第�号」と、同条例第�条第�項の表中

とあるのは

と、同条例第
条中「この条例若しくはこの条例に基づく規則」とあるのは

「この条例若しくは島根県産業廃棄物減量税条例若しくはこれらの条例に基づ

く規則」とする。

� 産業廃棄物減量税は、地方税法施行令（昭和��年政令第��号。次項及び第

「

」

狩猟税 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律（平成�年法律第��号）第��条第�項の

規定により狩猟者の登録を受ける場所の所在地

「

」

狩猟税 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律（平成�年法律第��号）第��条第�項の

規定により狩猟者の登録を受ける場所の所在地

産業廃棄物減量税 最終処分場の所在地



�項において「令」という。）第�条の��第�項第�号に規定する法定外目的

税であって条例で指定するものとする。

� 産業廃棄物減量税は、令第�条の		の�第�号に規定する法定外目的税で

あって条例で指定するものとする。

� 産業廃棄物減量税は、令第�条の		の�第�号に規定する法定外目的税で

あって条例で指定するものとする。

（帳簿の保存等）

第�
条 特別徴収義務者及び納税者は、帳簿を備え、最終処分場ごとに、毎日の

最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量その他の規則で定める事項を記載

し、当該帳簿をその閉鎖の日から�年間保存しなければならない。

� 特別徴収義務者及び納税者は、前項の帳簿に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下

この項において同じ。）の電子計算機出力マイクロフィルム（電子計算機を用

いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。）の

保存をもって、同項の規定による帳簿の保存に代えることができる。

（使途）

第	�条 知事は、県に納入され、又は納付された産業廃棄物減量税額から産業廃

棄物減量税の賦課徴収に要する費用を控除した額を、産業廃棄物の発生の抑

制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他産業廃棄物の適正な処理の促進

に関する施策に要する費用に充てるものとする。

（規則への委任）

第	�条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

 この条例は、法第���条第�項の規定による総務大臣の同意を得た日から起

算して�月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

（経過措置）



� この条例は、前項の規則で定める日（附則第�項において「施行日」とい

う。）以後に行われる産業廃棄物の最終処分場への搬入について適用する。

� この条例の施行の際現に旧島根県産業廃棄物減量税条例（平成��年島根県条

例第��号。以下「旧条例」という。）第�	条第
項の規定による登録の申請を

受理されている者（旧条例附則第�項の規定により旧条例第�	条第
項の規定

による登録の申請を受理された者とみなされた者を含む。）は、第�	条第
項

の規定による登録の申請を受理された者とみなす。

� この条例の施行の際現に旧条例第�	条第�項の規定により交付されている証

票（旧条例附則第�項の規定により旧条例第�	条第�項の規定により交付され

た証票とみなされた証票を含む。）は、第�	条第�項の規定により交付された

証票とみなす。

� この条例の施行の際現に旧条例第��条第
項（同条第�項において準用する

場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による届出をしている者（旧

条例附則第�項の規定により旧条例第��条第
項の規定による届出をした者と

みなされた者を含む。）は、第��条第
項（同条第�項において準用する場合

を含む。）の規定による届出をした者とみなす。

（有効期限等）

� この条例は、施行日から起算して�年間（次項において「適用期間」とい

う。）その効力を有する。

 この条例は、適用期間中における産業廃棄物の最終処分場への搬入に対して

課した、又は課すべきであった産業廃棄物減量税については、前項の規定にか

かわらず、適用期間経過後においても、なおその効力を有する。

（島根県産業廃棄物減量促進基金条例の一部改正）

� 島根県産業廃棄物減量促進基金条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を

次のように改正する。

第�条中「平成��年島根県条例第��号」を「令和元年島根県条例第 号」に

改める。

附則第�項中「平成��年島根県条例第��号）附則第�項の規定によりなおそ



の効力を有することとされる同条例又は旧島根県産業廃棄物減量税条例（平成

��年島根県条例第��号」を「平成��年島根県条例第��号）附則第�項の規定に

よりなおその効力を有することとされる同条例又は旧島根県産業廃棄物減量税

条例（平成��年島根県条例第��号」に改める。



島根県民生委員定数条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改

正する。

本則の表出雲市の項中「���人」を「���人」に改める。

附 則

この条例は、令和元年��月	日から施行する。



島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成��年島根

県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第��条第�号中「のイからクまでの」を「に掲げる」に改め、同号ア中「建築

基準法」を「耐火建築物（建築基準法」に改め、「規定する耐火建築物」の次に

「をいう。以下この号において同じ。）」を、「又は」の次に「準耐火建築物

（」を加え、「（同号」を「をいい、同号」に改め、「除く。）」の次に「（保

育室等を�階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物）」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



島根県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第��条第�項ただし書中「第�号から第	号まで」を「次」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



島根県職業能力開発審議会条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のよ

うに改正する。

題名を次のように改める。

島根県雇用対策審議会条例

第�条を次のように改める。

（設置）

第�条 職業能力開発促進法（昭和��年法律第��号）第�	条第�項及び地方自治

法（昭和��年法律第��号）第	
�条の�第項の規定に基づき、職業能力の開

発及び産業人材の確保に関する事項を調査審議させるため、島根県雇用対策審

議会（以下「審議会」という。）を置く。

第�条第項を削る。

第�条第�項中「審議会」を「当該専門の事項に関し学識経験のある者のうち

から会長」に改める。

附 則

この条例は、令和元年		月�日から施行する。



島根県手数料条例（平成��年島根県条例第�号）の一部を次のように改正す

る。

別表��の�の項第�号ア�中「この項」を「この号から第�号まで」に改め、

同号ア�ａ中「この号から第�号まで」を「この項」に改め、同項第�号中「こ

の項」を「この号」に改め、同項第�号及び第	号を次のように改める。

� 法第�
条第�項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画（以下この

号から第�号までにおいて「計画」とい

う。）の認定（以下この号及び第�号に

おいて「計画の認定」という。）を受け

ようとする者

ア 申請建築物（法第�
条第�項に規定

する申請建築物をいう。以下この号に

おいて同じ。）について計画の認定を

受ける場合

ア� 計画の認定を受けようとする建築

物が非住宅建築物（省令第�条第�

項第�号に規定する非住宅建築物を

いう。以下この号、次号及び第号

において同じ。）、共同住宅等（共

同住宅、長屋その他の一戸建ての住

宅以外の住宅で非住宅部分（法第��

条第�項に規定する非住宅部分をい

非住宅建築物

又は複合建築

物（非住宅部

分に限って計

画の認定を受

けようとする

場 合 に 限

る。）にあっ



う。以下この号、次号及び第�号に

おいて同じ。）を有しないものをい

う。以下この号、次号及び第�号に

おいて同じ。）又は複合建築物（省

令第�条第�項第�号に規定する複

合建築物をいう。以下この号、次号

及び第�号において同じ。）である

場合

てはａ又はｂ

に規定する手

数料の額、共

同住宅等又は

複合建築物

（住戸の部分

に限って計画

の認定を受け

ようとする場

合に限る。）

にあってはｃ

に規定する手

数料の額、複

合建築物（非

住宅部分に

限って計画の

認定を受けよ

うとする場合

及び住戸の部

分に限って計

画の認定を受

けようとする

場 合 を 除

く。）にあっ

てはａ又はｂ

及びｃに規定

する区分に応



じ、それぞれ

当該手数料を

合算した額

ａ 当該建築物の非住宅部分につい

て省令第��条第�号イ�及び同号

ロ�の基準（次号において「誘導

標準入力法等基準」という。）を

用いて評価を行う場合

� 非住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証

（法第�	条第

�項の登録建

築物エネル

ギー消費性能

判定機関（第


号において

「登録建築物

エネルギー消

費性能判定機

関 」 と い

う。）が作成

した法第��条

第�項各号

（法第��条第

�項において

準用する場合



を含む。）に

掲げる基準に

適合している

ことを示す書

類をいう。以

下この号及び

次号において

同じ。）の提

出がある場合

にあっては、

������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �	����

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平

方メートル未満のもの

��
����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上������

	������円

（非住宅誘導



平方メートル未満のもの 基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上������

平方メートル未満のもの

��	����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ��
����

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上のもの

�
�����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �	�����

円）

ｂ 当該建築物の非住宅部分につい

て省令第��条第�号イ�及び同号

ロ�の基準（次号において「誘導

モデル建物法基準」という。）を

用いて評価を行う場合

� 非住宅部分の床面積の合計が


��平方メートル未満のもの

�����円（非

住宅誘導基準

適合証の提出



がある場合に

あっては、

������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上	����平

方メートル未満のもの

��
����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

	����平方メートル以上������

平方メートル未満のもの

�

����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上�	����

平方メートル未満のもの

�	�����円

（非住宅誘導

基準適合証の



提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �	�����

円）

ｃ 当該建築物の住宅部分（法第��

条第
項に規定する住宅部分をい

う。第�号において同じ。）（住

戸の部分に限って計画の認定を受

けようとする場合にあっては、住

戸の部分。以下この号及び次号に

おいて同じ。）について評価を行

う場合

� 住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル未満のもの

�����円（住

宅誘導基準適

合証等（住宅

の品質確保の

促進等に関す

る法律第�条

第
項に規定

する登録住宅



性能評価機関

（第�号にお

いて「登録住

宅性能評価機

関 」 と い

う。）が作成

した法第��条

第�項各号

（法第��条第

�項において

準用する場合

を含む。）に

掲げる基準に

適合している

ことを示す書

類又は知事の

定めるその他

の図書をい

う。以下この

号及び次号に

お い て 同

じ。）の提出

がある場合に

あっては、

������円）

� 住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル以上	����平方

��
����円

（住宅誘導基



メートル未満のもの 準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平

方メートル未満のもの

�������円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 	�����

円）

� 住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上のもの

�
�����円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

イ� 計画の認定を受けようとする建築

物が一戸建ての住宅（非住宅部分を

有しないものに限る。以下この号、

次号及び第号において同じ。）の

場合

ａ 床面積の合計が���平方メート

ル未満のもの

�	����円（住

宅誘導基準適

合証等の提出



がある場合に

あっては、

�����円）

ｂ 床面積の合計が���平方メート

ル以上のもの

������円（住

宅誘導基準適

合証等の提出

がある場合に

あっては、

�����円）

イ 他の建築物（法第��条第	項に規定

する他の建築物をいう。以下この号に

おいて同じ。）に係る事項を計画に記

載する場合

当該計画に係

る申請建築物

及び他の建築

物一棟ごと

に、アのア�又

はイ�に規定す

る区分に応じ

当該区分に定

める額を、当

該計画に係る

全ての建築物

について合算

した額

� 法第�
条第�項の規定に基づく計画の

変更の認定（以下この号及び次号におい

て「計画の変更の認定」という。）を受

けようとする者

ア 計画に記載されている建築物につい 当該変更する



て変更する場合（ウの場合を除く。） 建築物一棟ご

とに、ア�又は

イ�に規定する

区分に応じ当

該区分に定め

る額を、当該

変更する全て

の建築物につ

いて合算した

額

ア� 当該変更する建築物が非住宅建築

物、共同住宅等又は複合建築物であ

る場合

非住宅建築物

又は複合建築

物（非住宅部

分に限って計

画の変更の認

定を受けよう

とする場合に

限る。）に

あってはａ又

はｂに規定す

る手数料の

額、共同住宅

等又は複合建

築物（住戸の

部分に限って

計画の変更の

認定を受けよ



うとする場合

に限る。）に

あってはｃに

規定する手数

料の額、複合

建築物（非住

宅部分に限っ

て計画の変更

の認定を受け

ようとする場

合及び住戸の

部分に限って

計画の変更の

認定を受けよ

うとする場合

を除く。）に

あってはａ又

はｂ及びｃに

規定する区分

に応じ、それ

ぞれ当該手数

料を合算した

額

ａ 当該建築物の非住宅部分につい

て誘導標準入力法等基準を用いて

評価を行う場合

� 非住宅部分の計画の変更に係 �������円



る部分（床面積の増加に係る部

分を除く。）の床面積の�分の

�の面積と当該計画の変更に係

る部分の面積のうち床面積の増

加に係る部分の床面積との合計

（以下この号において「計画の

変更に係る部分の床面積の合

計」という。）が���平方メー

トル未満のもの

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が���平

方メートル以上�����平方メー

トル未満のもの

�	
����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上	����平方

メートル未満のもの

	������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 
����

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が	����

平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

��
����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場



合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が������

平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

��	����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ��
����

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が������

平方メートル以上のもの

�
�����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �	�����

円）

ｂ 当該建築物の非住宅部分につい

て誘導モデル建物法基準を用いて

評価を行う場合

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が
��平

方メートル未満のもの

������円（非

住宅誘導基準

適合証の提出

がある場合に

あっては、

������円）

� 非住宅部分の計画の変更に係 �������円



る部分の床面積の合計が���平

方メートル以上�����平方メー

トル未満のもの

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 	
����

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が������

平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）



� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が������

平方メートル以上のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

ｃ 当該建築物の住宅部分について

評価を行う場合

� 住宅部分の計画の変更に係る

部分の床面積の合計が	��平方

メートル未満のもの


�����円（住

宅誘導基準適

合証等の提出

がある場合に

あっては、

������円）

� 住宅部分の計画の変更に係る

部分の床面積の合計が	��平方

メートル以上�����平方メート

ル未満のもの

�������円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 住宅部分の計画の変更に係る

部分の床面積の合計が�����平

方メートル以上�����平方メー

トル未満のもの

��	����円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって



は 、 ������

円）

� 住宅部分の計画の変更に係る

部分の床面積の合計が�����平

方メートル以上のもの

�������円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 		����

円）

イ� 当該変更する建築物が一戸建ての

住宅の場合

ａ 計画の変更に係る床面積の合計

が���平方メートル未満のもの


	����円（住

宅誘導基準適

合証等の提出

がある場合に

あっては、

�����円）

ｂ 計画の変更に係る床面積の合計

が���平方メートル以上のもの


�����円（住

宅誘導基準適

合証等の提出

がある場合に

あっては、

�����円）

イ 計画に記載されている建築物以外の

建築物を計画に追加する場合（ウの場

合を除く。）

当該追加する

建築物一棟ご

とに、�のア

のア�又はイ�に



別表��の�の項第�号ア�及び�中「この項」を「この号」に改める。

附 則

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正す

る法律（令和元年法律第�号）附則第�条本文の政令で定める日又はこの条例の

公布の日のいずれか遅い日から施行する。

規定する区分

に応じ当該区

分に定める額

を、当該追加

する全ての建

築物について

合算した額

ウ 計画に記載されている建築物につい

て変更し、かつ、計画に記載されてい

る建築物以外の建築物を計画に追加す

る場合

当該変更する

全ての建築物

についてアの

規定により算

出した額及び

当該追加する

全ての建築物

についてイの

規定により算

出した額を合

算した額



島根県公営企業の設置等に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を

次のように改正する。

別表第�田井発電所の項中「���」を「���」に改める。

附 則

この条例は、令和元年��月�日から施行する。



金属屑の取扱に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように

改正する。

題名を次のように改める。

金属くずの取扱いに関する条例

本則中「金属屑」を「金属くず」に、「金属屑商」を「金属くず商」に、「金

属屑商等」を「金属くず商等」に改める。

第�条第�項各号列記以外の部分中「業務を行う役員」を「その代表者」に改

め、「（最近�月以内に撮影した正面、脱帽、上半身、ライカ判型とする。以下

同じ。）�葉」を削り、同項第�号中「業務を行う役員」を「その代表者」に改

め、同項第	号中「又は成年被後見人」を削り、同条第�項中「、居所」、「�

葉」及び「及び居所」を削る。

第	条中「、居所」及び「�葉」を削る。

第
条第�項及び第�項中「第�条及び前条の」を「前�条の規定による」に

改め、同条第�項中「き損し」を「毀損し」に、「盗みとられた」を「盗み取ら

れた」に改める。

第�条中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。

第�条第�項第	号中「盗みとられた」を「盗み取られた」に改め、同条第�

項中「自から」を「自ら」に改める。

第�条中「見易い」を「見やすい」に改める。

第条の見出し中「買受」を「買受け」に改める。

第��条第�項中「そのつど」を「その都度」に改め、同条第�項中「代る」を

「代わる」に改め、同条第�項を削り、同条第	項を同条第�項とし、同条第


項中「き損し」を「毀損し」に改め、同項を同条第	項とする。

第��条第�項及び第��条第�項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に



改める。

第��条第�号中「第��条第�項又は第�項」を「第��条第�項又は第�項」に

改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。








